
令和 8 年 2 月 24 日 

 

陶器市出店者 各位 

 

益子陶器市実行委員会 

委員長 大塚  和美 

( 印  省  略 ) 

第 113 回益子春の陶器市出店のご案内 
 

1.名   称 第 113 回益子春の陶器市 （主催：益子陶器市実行委員会） 

2.開催期間 令和 8 年 4 月 29 日(水・祝)～5 月 6 日(水・振) 8 日間 

※次回、第 114 回益子秋の陶器市は 

令和 8 年 10 月 31 日(土)～11 月 3 日(火・祝)の 4 日間を予定しております 

開催時間 9:００～17:00(最終日は 16：00 まで) ※各店舗・テントにより異なる 

3. LINE 公式アカウント 益子陶器市【出店者専用】の登録 

陶器市出店者向けに必要な情報を発信しますのでご登録ください。 

 

 

4.出店申込方法 

（1） 陶器市出店届について 

陶器市に出店を希望する方（観光協会会員を含む）は、次ページの【お申込手順】に従ってお手続き

をしてください。※土日祝日受付不可 

※陶器市前日は窓口が大変混み合いますので、お早めにご提出をお願い致します 

【春の陶器市協賛金】 

出店者区分 協賛金額 

益子町観光協会会員（陶器市会員含む）※年会費より充当 無 料 

会員以外 店舗等 

（テント） 

町内（芳賀郡市の陶器店含む） 4,000 円 

町外 10,000 円 

店内貸・軒先貸等（テント以外での場所貸） 3,000 円 

※協賛金は非課税です 

（２） 出店者用駐車場について 

出店者駐車場は原則として貸主が用意となりますが、手配がつかない場合は、 

期間中を通して 3,000 円(税込)で別途駐車場を用意しております。 

「出店者駐車場申込書」にご記入の上、窓口・FAX にて受付いたします。 

※電話受付・申込開始前の FAX は受付致しません。 

受付開始：3 月 6 日(金)9 時～ (先着順※規定台数に達し次第終了)※土日祝日受付不可 

受付方法：益子町観光協会窓口または FAX(0285-72-1135) 

 

＜LINE公式アカウント＞ 

益子陶器市【出店者専用】 



【お申込手順】店舗・テント出店者※店舗の方も HP に掲載する為、届出をお願いします 

 

 

 

＜ホームページ掲載用＞店舗・出店者情報のご登録 

  令和 8 年 3 月 6 日(金)～3 月 27 日(金)まで 

※土日祝日受付不可 

メール 

mashikotoukiichi@gmail.com 

 

フォーム入力 

二次元コード 

 

 FAX    

0285-72-1135 

 

フォームアドレス 

https:// 

forms.gle/qJZtYYqqdXe8WrsSA 

 

店舗・出店者情報は、 

益子陶器市ホームページに掲載 

致します。 

益子町観光協会窓口・メール・FAX・ 

フォームのいずれかでご提出してくださ

い。 

 

※前回春の陶器市から変更がない場合も 

「全て前回春の陶器市同様」に印を付け

ご提出ください。 

 

 

出店届のご提出 

 令和 8 年 3 月 6 日(金)9 時～4 月 28 日(火)15 時まで 

※土日祝日受付不可 

陶器市出店届のご提出をお願い致します。 

必要事項をご記入の上、陶器市協賛金を添えて益子町観光協会窓口へご提出ください。 

 

なお、食品を調理し、提供する場合「営業許可指令書」の写しを添付してください。 

火気使用の方は 4 月 15 日(水)までに観光協会へお申し出ください。 

また、テント村でまとめて提出する場合は、貸主に提出してください。貸主は、代表して陶器市出店届を提

出し、登録出店者証を各出店者に配布してください。 

登録出店者証の発行 
出店届ご提出後、窓口にて陶器市登録出店者証を発行いたします。 

必ずテントの全面見えるところに掲示してください。 

陶器市出店 

受付期間

受付期間



 

5.その他の手続き 

（1）  食品営業許可申請について 

食品を調理し提供する方は、保健所の営業許可が必要となります。許可をお持ちでない方、新

規で行われる方につきましては、栃木県県東健康福祉センター（県東保健所）までお問い合わせ

ください。出店届提出時に「営業許可指令書」の写しが必要となりますのでご持参ください。 

栃木県県東健康福祉センター（県東保健所）TEL：0285-83-7220 

 

 

（2）  火気使用（露店等の開設届）について 

陶器市事務局が消防署へ一括申請いたします。 

火気使用者（発電機含む）は、陶器市事務局（益子町観光協会：0285-70-1120）に 4 月 15

日（水）までに出店届を提出いただくか、お電話にてご連絡ください。 

必要な情報は名前と出店場所になります。 

陶器市初日に消防署員が現地確認を行いますので、必ず消火器等のご準備をして必ず待機してい

てください。 

 

 

6.オリジナルグッズについて 

現在、第 113 回益子春の陶器市オリジナルグッズの制作を検討しております。 

詳細が決まりましたら、「出店者 LINE」にてお知らせいたします。 

  

 

7.お問合せ先 

益子陶器市実行委員会事務局（益子町観光協会）時間：9 時～17 時※土日祝日受付不可 

〒321-4217 栃木県芳賀郡益子町益子 1539-2 益子駅舎内 

TEL:0285-70-1120／FAX:0285-72-1135／✉ :mashikotoukiichi@gmail.com 


